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障害に基づくヘイトスピーチ―2つの地裁判決に即して


奈須祐治（西南学院大学）


１．障害に基づくヘイトスピーチ
✓障害者差別の基底にある思考（健常者優位主義（ableism），障害者差別主義（disablism），優生思想（eugenics）等）に基づくステレオタイプや偏見を助長し，あるいはその表明としてなされるもので，多様な形態をとる（Sherry et al., Disability Hate Speech 2020）。
✓諸外国の実証研究では，障害に基づくヘイトスピーチが社会に蔓延しており，多くの障害者がヘイトスピーチを経験している（Olsen et al. 2020）。また，差別的経緯をもつ用語（e.g., ‘midget’）が日常的に用いられることもある（Pritchard 2020）。
✓ヘイトスピーチ対策に係る諸外国の法律や人権条約では，「障害」という属性が含まれないことが一般的であり，最近になってようやくヘイトクライム対策法の属性に「障害」が加えられるようになった（Sherry & Walker 2020，下山 2023）。
✓政府が障害者差別を非難するメッセージを発信することが求められる一方で，各国で20世紀後半に至っても優生思想に基づく強制不妊を認める法律が存在し続けることで，各国政府が長らく障害に基づくヘイトスピーチを下支えし，その社会的基盤を構築してきた（Sherry et al., Introduction 2020）。
✓障害者に対するヘイトスピーチは他の属性と結合した複合差別の形態をとることが多い（Melbøe & Gjertsen 2020）。


２．日本のヘイトスピーチ対策法制
✓個人に対するヘイトスピーチは民・刑事法上違法になりうるが，国レベルでは，不特定多数に向けられたヘイトスピーチに対する制裁を伴う規制はなされておらず，理念法であるヘイトスピーチ解消法が存在するにすぎない。他方，地方レベルでは川崎市において刑罰を伴う規制がなされている。また，大阪市，沖縄県のように氏名等の公表を定める例があるほか，様々な自治体が対策法を設けている（中村 2019）。
✓日本には包括的な差別禁止法（または人権法）は存在せず，個別領域の差別対策法（ヘイトスピーチ解消法のほか，障害者差別解消法，部落差別解消法，LGBT理解増進法）が存在するにすぎないうえ，これらの法律では原則として差別的言動に対する罰則を伴う制裁を定めていない。
✓ヘイトスピーチ解消法は，本邦外出身者に対する差別的言動に関する対策を定めるものであり，属性としての障害を規定していない。ただし，衆参両院の附帯決議で，本邦外出身者に対する差別的言動以外の差別的言動が許容されるとの理解は誤りであると宣言されている（魚住他 2016）。
✓下級審の民事の裁判例では，問題となった差別的言動について，人種差別撤廃条約，憲法14条，ヘイトスピーチ解消法等を参照することで，当該言動の悪質性を強調する例がみられる（京都朝鮮学校事件・京都地判平25・10・７判時2208号74頁，写楽ブログ事件・東京高判令3・5・12LEX/DB文献番号25590286，在日コリアン・ジャーナリスト名誉毀損事件・平28・9・27Westlaw文献番号2016WLJPCA09276001等）。個々の事件で結論にどの程度影響を与えたかは不明だが，慰謝料の算定等に影響を与えたと思われる。
✓障害に基づくヘイトスピーチについては，他国と同様特別な立法がなされていないが，一定の類型のヘイトスピーチは，日本が2014年に批准した障害者権利条約，障害者差別解消法の定める差別（または不当な差別的取扱い）に該当する可能性がある。また上記のヘイトスピーチ解消法に関する附帯決議によれば，障害に基づくヘイトスピーチも「許されない」ものとみなされる。


３．2つの地裁判決の評価
✓上記のように障害に基づくヘイトスピーチに関する明確な定めがないため，前橋地判令5・12・8Westlaw文献番号2023WLJPCA12086003，前橋地判令6・1・24Westlaw文献番号2024WLJPCA01246002では，本邦外出身者に対するヘイトスピーチの事例でみられたヘイトスピーチ解消法等の参照はなされていない。ただし，令和5年判決では「本件投稿は，……⾮常に侮辱的な表現であって、原告の尊厳を著しく傷つけるもの」，令和6年判決では「本件投稿が障害者を差別するヘイトスピーチに該当するものである」との言及があり，問題の言動がヘイトスピーチにあたることが慰謝料の算定に一定の影響を及ぼした可能性がある。
✓両判決では，極めて悪質な言動が問題となっているが，「投稿が短⽂であって，投稿回数が1回であること等」が考慮されたためか，同種の事案である写楽ブログ事件，在日コリアン・ジャーナリスト名誉毀損事件に比べ慰謝料の額が若干低いものの，高額な慰謝料が認められている。
✓現行法の不備の下で，言動の悪質性を可能な限り慰謝料に反映させたと考えられるが，問題の言動が障害者権利条約，障害者差別解消法の定める「差別」に該当しうることを考えると，それらの参照を行うこともありえた。ただし，それが結論を左右したかは明らかでない。
✓障害という属性に基づくヘイトスピーチは，障害者全体に対する社会的評価を低下させ，同時にそこに属する個人の名誉が損なわれるという論理も考えられるが，これまで裁判所はそのような考えを採用してこなかった（写楽ブログ事件等）。本件でも先例が踏襲され，名誉毀損の成立が否定されたと考えられる。
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